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１ 計画策定の意義

本組合は、広島県北部の中山間地域に位置する安芸高田市及び北広島町の１市１

町で構成されている一部事務組合で、ごみの収集処理業務等を共同処理事務として

いる。平成５年の設立時には、大朝町、千代田町、豊平町、吉田町、八千代町、美

土里町及び高宮町の７町であったが、平成 14 年 7 月に甲田町及び向原町の加入に

より９町となり、その後、平成 16 年 3 月に吉田町・八千代町・美土里町・高宮町・

甲田町・向原町の合併により安芸高田市が、平成 17 年 2 月に大朝町・千代田町・

豊平町・芸北町の合併により北広島町が誕生し、1 市 1 町の組合となった。北広島

町については、合併後も構成区域は旧大朝町、旧千代田町及び旧豊平町の地域のみ

であり、旧芸北町については、従前どおり山県郡西部衛生組合で処理を行ってきた

が、平成 29 年 4 月から本組合に加入することとなり、現在は、安芸高田市及び北

広島町の全域が組合の収集処理区域となっている。

本組合においては、特に燃えるごみの増加が顕著であり、焼却施設稼働時の平成

7 年度に 4,065 トンの処理量であったが、令和 3 年度には 10,360 トンと約 2.5 倍に
増加している。背景には、野焼きの減少やライフスタイルの変化、ペットボトル・

容器包装ごみの増加等が考えられるが、人口は減少傾向にあるものの、少人数世帯

の増加や高齢化により、ごみは増え続けている状況である。

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（平成 7 年法律第

112 号。以下「容器包装リサイクル法」という。）が平成 12 年に完全施行されたこ
とから、本組合においても、燃えるごみの減量化・リサイクルを推進するため、平

成 14 年度から、ペットボトル、トレイ及び紙パックの分別収集を開始し、平成 20

年度からは、プラスチック製容器包装の分別収集を開始した。また、紙製容器包装

の一部についても、ざつ紙としての分別収集を実施している。さらに令和 3 年度か

らは、プラスチック製容器包装の収集日を月 2 回から週 1 回に変更し、容器包装廃
棄物の分別収集を推進しているが、今後も一層、減量化、資源化を図る必要がある。

本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等

に関する法律（以下｢法｣という）第８条に基づいて家庭ごみの大半を占める容器包

装廃棄物の分別収集を行うものである。

地域における容器包装廃棄物の３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を推

進するため、住民・事業者・行政の役割を明確化し、構成市町の安芸高田市及び北

広島町、そして組合の三者が一体となって取り組むべき方針を示したものである。

また、本計画には含まれてはいないが、令和 3 年 6 月に成立した「プラスチック
に係る資源循環の促進等に関する法律」に基づき、プラスチック使用製品廃棄物の

分別収集についても今後、検討を行い、リサイクルの更なる推進を目指すものであ

る。
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２ 基本的方向

本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。

(1) ごみの排出抑制（リデュース）・再使用（リユース）・ 再生利用（リサイクル）

の３Ｒの実現に向けた住民・事業者・行政が一体となった取り組み

(2) ごみの分別・リサイクルに対する住民意識の向上
(3) ごみの減量化・資源化促進のための体制整備
(4) ダイオキシン類対策等の環境対策をふまえた分別収集・リサイクルの実施

３ 計画期間

本計画の計画期間は、令和５年４月を始期とする５年間とし、令和７年度に見直

す。

４ 対象品目

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容

器（無色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボ

トル、プラスチック製容器包装を対象とする。

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第 1 号）

5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度

芸 北 広 域 環 境

施 設 組 合
1,922 ｔ 1,899 ｔ 1,876 ｔ 1,857 ｔ 1,835 ｔ

構
成
市
町

安芸高田市 1,149 ｔ 1,132 ｔ 1,116 ｔ 1,103 ｔ 1,088 ｔ

北 広 島 町 773 ｔ 767 ｔ 760 ｔ 754 ｔ 747 ｔ
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項（法第８条

第２項第２号）

容器包装廃棄物の排出抑制のために次の方策を実施する。なお、実施に当たって

は住民・事業者・行政が相互に連携し各地域の実情に応じた活動を行うこととする。

方 策 内 容

１ ごみの分別収集・リサ

イクルに対する啓発活

動の実施

(1) 組合と各市町の協働により、環境フェア等のイベン

トを実施するとともに、行事で出るごみについて、会

場内にごみ箱を設置し、行事参加者へ分別・リサイク

ルの指導を行う。

(2) 組合のホームページや各地区での懇談会、ごみステ

ーション管理者等を通じて、ごみの分別方法、リサイ

クル等に関する情報提供を行う。

(3) 携帯電話等から手軽に分別情報が得られるごみ分

別促進アプリの利用拡大を推進する。

(4) 各地域の分別リサイクル活動の支援を行う。

(5) 事業所と連携し、就労している外国人居住者への分

別説明を行う。

２ 処理施設での見学・学

習会による環境教育の

実施

(1) 学校授業として実施される処理施設見学に対する

協力を行う。

(2) 女性会や自治会等の各種団体の研修先として処理

施設の見学を働きかける。

(3) 処理施設の見学を通して、ごみの分別・減量化に対

する啓発活動及び環境教育に取り組む。

３ 分別・リサイクル活動

に対する支援強化

(1) 資源化物の価格下落により、地域での集団回収活動

が休止状態になるのを防ぐため市町の行っている助

成金制度を継続して実施する。

(2) 各事業所に、リサイクルに関する情報提供を行い、

事業所独自ルートによる資源化実施の拡大を図る。

(3) 地域でのリサイクル活動について、認定、表彰等に

よる活動強化及び拡充を行う。

(4) 各地域のごみステーション管理者と情報交換を行

い、分別の徹底やリサイクルについて支援を行う。

４ ごみの減量化・リサイ

クルに関する新技術動

向の把握及び情報収集

(1) 生ごみの減量化等、現在の技術開発動向について

積極的に情報収集を行い、効果のあるものについて

は、導入を検討する。

(2) リサイクル業界等から情報収集を行い、リサイク

ル可能な廃棄物については、極力資源化に努める。
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集

に係る分別の区分（法第８条第２項第３号）

現在の廃棄物処理施設の整備状況及び今後の施設改善計画等から、分別収集をす

る容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。

また、収集頻度、収集容器、収集車両等の収集体制を考慮し、収集に係る分別の

区分は、下表右欄のとおりとする。

紙製容器包装については、古紙回収ルートで資源化（ざつ紙として古紙類と混合

回収）を行い、紙製容器包装としての分別収集は実施しない。

※ 点線（ ）は、モデル地区での試行実施等、一部施行を表す。

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分

主としてスチール製の容器
主としてアルミ製の容器

かん類

主 と し て
ガラス製の
容器

無色のガラス製容器
茶色のガラス製容器
その他の色のガラス製容器

びん類

主として紙製の容器であって飲料を充て
んするためのもの（原材料としてアルミニ
ウムが利用されているものを除く。）

紙パック

主として段ボール製の容器 古紙類（段ボール）

主としてポリエチレンテレフタレート
（PET）製の容器であって飲料又はしょう
ゆを充てんするためのもの

ペットボトル

主としてプラスチック製の容器包装であっ
て上記以外のもの

プラスチック製容器包装
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器

包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み

（法第８条第２項第４号）

(1) 芸北広域環境施設組合（組合構成各市町の合計）

5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度
主としてスチ
ール製の容器 45 ｔ 45 ｔ 44 ｔ 44 ｔ 43 ｔ
主としてアル
ミ製の容器 26 ｔ 25 ｔ 25 ｔ 25 ｔ 25 ｔ

無色のガラス
製容器

（合計）

36 ｔ
（合計）

36 ｔ
（合計）

35 ｔ
（合計）

35 ｔ
（合計）

34 ｔ
（引渡量）

36ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

36ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

35ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

35ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

34ｔ
（独自処理量）

0ｔ

茶色のガラス
製容器

（合計）

62 ｔ
（合計）

61 ｔ
（合計）

60 ｔ
（合計）

60 ｔ
（合計）

59 ｔ
（引渡量）

62ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

61ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

60ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

60ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

59ｔ
（独自処理量）

0ｔ

その他のガラ
ス製容器

（合計）

21 ｔ
（合計）

21 ｔ
（合計）

21 ｔ
（合計）

20 ｔ
（合計）

20 ｔ
（引渡量）

21ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

21ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

21ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

20ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

20ｔ
（独自処理量）

0ｔ
主として紙製
の容器であっ
て飲料を充て
んするための
もの（原材料とし
てアルミニウムが

利用されているも

のを除く。）

1 ｔ 1 ｔ 1 ｔ 1 ｔ 1 ｔ

主として段ボ
ール製の容器 77 ｔ 76 ｔ 75 ｔ 74 ｔ 73 ｔ
主として紙製
の容器包装で
あって上記以
外のもの

（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
主としてポリエ
チレンテレフタ
レート（PET）
製の容器であっ
て飲料又はしょ
うゆその他主務
大臣が定める商
品を充てんする
ためのもの

（合計）

18 ｔ
（合計）

17 ｔ
（合計）

17 ｔ
（合計）

17 ｔ
（合計）

17 ｔ

（引渡量）

18ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

17ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

17ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

17ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

17ｔ
（独自処理量）

0ｔ

主としてプラ
スチック製の
容器包装であ
って上記以外
のもの

（合計）

36 ｔ
（合計）

36 ｔ
（合計）

35 ｔ
（合計）

35 ｔ
（合計）

34 ｔ
（引渡量）

36ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

36ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

35ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

35ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

34ｔ
（独自処理量）

0ｔ

（うち
白色ト
レイ）

（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
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(2) 安芸高田市（組合構成市）

5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度

主としてスチ
ール製の容器 27 ｔ 27 ｔ 27 ｔ 27 ｔ 26 ｔ

主としてアル
ミ製の容器 16 ｔ 15 ｔ 15 ｔ 15 ｔ 15 ｔ

無色のガラス
製容器

（合計）

22 ｔ
（合計）

22 ｔ
（合計）

21 ｔ
（合計）

21 ｔ
（合計）

20 ｔ
（引渡量）

22ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

22ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

21ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

21ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

20ｔ
（独自処理量）

0ｔ

茶色のガラス
製容器

（合計）

38 ｔ
（合計）

37 ｔ
（合計）

36 ｔ
（合計）

36 ｔ
（合計）

36 ｔ
（引渡量）

38ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

37ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

36ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

36ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

36ｔ
（独自処理量）

0ｔ

その他のガラ
ス製容器

（合計）

13 ｔ
（合計）

13 ｔ
（合計）

13 ｔ
（合計）

12 ｔ
（合計）

12 ｔ
（引渡量）

13ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

13ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

13ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

12ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

12ｔ
（独自処理量）

0ｔ
主として紙製
の容器であっ
て飲料を充て
んするための
もの（原材料とし
てアルミニウムが

利用されているも

のを除く。）

1 ｔ 1 ｔ 1 ｔ 1 ｔ 1 ｔ

主として段ボ
ール製の容器 47 ｔ 46 ｔ 45 ｔ 45 ｔ 44 ｔ

主として紙製
の容器包装で
あって上記以
外のもの

（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
主としてポリエ
チレンテレフタ
レート（PET）
製の容器であっ
て飲料又はしょ
うゆその他主務
大臣が定める商
品を充てんする
ためのもの

（合計）

11 ｔ
（合計）

10 ｔ
（合計）

10 ｔ
（合計）

10 ｔ
（合計）

10 ｔ

（引渡量）

11ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

10ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

10ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

10ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

10ｔ
（独自処理量）

0ｔ

主としてプラ
スチック製の
容器包装であ
って上記以外
のもの

（合計）

22 ｔ
（合計）

22 ｔ
（合計）

21 ｔ
（合計）

21 ｔ
（合計）

20 ｔ
（引渡量）

22ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

22ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

21ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

21ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

20ｔ
（独自処理量）

0ｔ

（うち
白色ト
レイ）

（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
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(3) 北広島町（組合構成町）

5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度

主としてスチ
ール製の容器 18 ｔ 18 ｔ 17 ｔ 17 ｔ 17 ｔ

主としてアル
ミ製の容器 10 ｔ 10 ｔ 10 ｔ 10 ｔ 10 ｔ

無色のガラス
製容器

（合計）

14 ｔ
（合計）

14 ｔ
（合計）

14 ｔ
（合計）

14 ｔ
（合計）

14 ｔ
（引渡量）

14ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

14ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

14ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

14ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

14ｔ
（独自処理量）

0ｔ

茶色のガラス
製容器

（合計）

24 ｔ
（合計）

24 ｔ
（合計）

24 ｔ
（合計）

24 ｔ
（合計）

23 ｔ
（引渡量）

24ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

24ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

24ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

24ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

23ｔ
（独自処理量）

0ｔ

その他のガラ
ス製容器

（合計）

8 ｔ
（合計）

8 ｔ
（合計）

8 ｔ
（合計）

8 ｔ
（合計）

8 ｔ
（引渡量）

8ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

8ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

8ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

8ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

8ｔ
（独自処理量）

0ｔ
主として紙製
の容器であっ
て飲料を充て
んするための
もの（原材料とし
てアルミニウムが

利用されているも

のを除く。）

0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

主として段ボ
ール製の容器 30 ｔ 30 ｔ 30 ｔ 29 ｔ 29 ｔ

主として紙製
の容器包装で
あって上記以
外のもの

（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
主としてポリエ
チレンテレフタ
レート（PET）
製の容器であっ
て飲料又はしょ
うゆその他主務
大臣が定める商
品を充てんする
ためのもの

（合計）

7 ｔ
（合計）

7 ｔ
（合計）

7 ｔ
（合計）

7 ｔ
（合計）

7 ｔ

（引渡量）

7ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

7ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

7ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

7ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

7ｔ
（独自処理量）

0ｔ

主としてプラ
スチック製の
容器包装であ
って上記以外
のもの

（合計）

14 ｔ
（合計）

14 ｔ
（合計）

14 ｔ
（合計）

14 ｔ
（合計）

14 ｔ
（引渡量）

14ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

14ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

14ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

14ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

14ｔ
（独自処理量）

0ｔ

（うち
白色ト
レイ）

（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（合計）

0 ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
（引渡量）

0ｔ
（独自処理量）

0ｔ
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器

包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算

定方法

算定式

特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する

主務省令で定める物の量の見込み

＝ 直近 3 年間の平均の分別基準適合物等の収集実績（※１）

× 人口変動率（※２）

※１ 収集実績は、直近 3 年間（令和元～3 年度）の分別基準適合物等の資源化実績量の平均
値を採用した。ここでいう資源化実績とは、分別基準適合物等を再商品化事業者等へ引き

渡した量の実績で次表のとおりである。

≪直近 3 年間の平均の分別基準適合物等の収集実績≫

注）その他のガラス製容器については、令和 3 年度の実績値を採用。
注）その他のガラス製容器については、資源化実績のある 4 年間の平均値。

※２ 人口変動率は、過去 10 年の実績値を基にした推計値から、次のように設定した。

≪人口変動率≫

ごみ排出区分 分別基準適合物等の種類 資源化実績量

（3 年間平均）／ｔ /年

燃えないごみ等

スチール製の容器 ４６

アルミ製の容器 ２６

無色のガラス製容器 ３７

茶色のガラス製容器 ６３

その他のガラス製容器 ２２注）

容器包装ごみ 飲料用の紙製の容器 １

燃えるごみ ダンボール製の容器 ７９

容器包装ごみ
ＰＥＴ製の容器 １８

プラスチック製の容器包装 ３７

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度

芸北広域環境

施 設 組 合

43,868 人 43,361 人 42,868 人 42,389 人 41,924 人

（令和 3 年度比） （令和 3 年度比） （令和 3 年度比） （令和 3 年度比） （令和 3 年度比）

△2.36％ △3.49％ △4.59％ △5.65％ △6.69％

安芸高田市 26,567 人 26,216 人 25,876 人 25,547 人 25,229 人

北 広 島 町 17,301 人 17,145 人 16,992 人 16,842 人 16,695 人
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10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号）

分別収集は、現行の収集体制を活用して次のとおり実施する。なお、住民団体等

による集団回収については、引き続きこれらの団体において分別収集を実施するこ

ととする。

分 別 収 集 の 実 施 主 体

容器包装廃棄物の種類
収集に係る

分別の区分
収集・運搬段階

選別・保管等

段 階

金

属

スチール製容器

か ん 類

組 合 に よ る

定 期 収 集

許可業者による

事 業 所 収 集

各家庭・事業所

からの直接持込

組 合

アルミ製容器

ガ

ラ

ス

無色のガラス製容器

び ん 類茶色のガラス製容器

その他の色のガラス製

容器

紙

類

飲料用紙製容器 紙パック

段ボール
古 紙 類

（段ボール）

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ペットボトル ペットボトル

（白色発泡スチロー

ル製食品トレイ）
プラスチック

製 容 器 包 装その他のプラスチック

製容器包装
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号）

現有施設の粗大ごみ処理施設及びストックヤード施設を最大限活用するものと

する。

プラスチック製容器包装については、当面、既存の設備を最大限に活用すること

とするが、圧縮梱包作業については、民間施設で行う。今後は、中間処理を含めた

全ての作業について民間委託等、民間活力の導入を検討する。

分別収集する容器包

装廃棄物の種類

収集に係る

分別の区分

収 集

容 器
収 集 車 中 間 処 理

スチール製容器

か ん 類

袋
ダンプ車

パッカー車 粗 大 ご み 処 理

施 設

（選別・圧縮・

保管設備有り）

アルミ製容器

無色のガラス製容器

び ん 類茶色のガラス製容器

その他の色のガラス

製容器

段ボール
古 紙 類

（段ボール）
縛る

ダンプ車

軽トラック

飲料用紙製容器 紙パック

袋
パッカー車

ダンプ車

ストックヤード

施 設

（圧縮・保管

設備有り）

※ 圧縮につい

ては、一部民間

へ委託

ペットボトル ペットボトル

（白色発泡スチロー

ル製食品トレイ）
プラスチック

製 容 器 包 装その他のプラスチッ

ク製容器包装
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12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項

（法第８条第２項第７号）

⑴ 分別収集の実施については、組合と構成市町の連携・協働により各施策を実施

することとし、組合構成市町における排出抑制・減量化計画に合わせた実効性の

あるものとする。

⑵ 分別収集の実施やリサイクルの取り組みについては、方法・内容について、文

書情報だけでなく現場での実践指導が重要なことから、組合構成市町と十分連絡

調整を図るとともに、公衆衛生推進協議会や女性会等の住民団体とも連携し、円

滑に進めていくこととする。

⑶ 住民自治組織や事業所等において、リサイクルへの取り組みが活発化している

地区もあり、必要な情報提供を行うとともに、民間又は住民主導によるリサイク

ル運動が展開できるよう支援体制を整える。

⑷ 大型店舗等に拠点回収施設（分別ステーション）の設置や過剰包装の削減につ

いて協力を求める。

⑸ 公共施設内に分別回収ボックスを設置する等、行政が主体となる取り組みを推

進していく。

⑹ リサイクル分野は、近年急速な技術革新が進んでいることから、新技術動向を

常に把握し、費用対効果が期待できるシステムについては、積極的に検討を行い、

リサイクル率の向上と効率化を図る。また、分別収集において先進的な取り組み

を行っている自治体の事例等を調査し、組合施策の参考とする。


